
自
動
車
等
を
公
売
し
ま
す

問
滞
納
整
理
課（
☎
６
５

－

６
５
１
７
）

多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

市
民
会
議
委
員
を
募
集
し
ま
す

問
市
民
活
躍
課（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）

侵
略
的
外
来
種
に
よ
る
被
害
の

防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

問
環
境
保
全
課（
☎
６
５

－

６
５
１
３
）

証
明
書
は
、
お
得
で
便
利
な

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
で

問
市
民
課（
☎
６
５

－

６
５
１
１
）

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

８
月
27
日（
日
）は
ゴ
ミ
の

　
　
　
　
　

持
込
み
が
可
能
で
す

問
環
境
保
全
課（
☎
６
５

－

６
５
１
３
）

意
見
を
募
集
し
ま
す

　

市
税
等
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
自
動
車
等
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
公
売
し
ま
す
。

　

参
加
す
る
に
は
、
申
込
が
必
要
で
す
。

︻
参
加
申
込
期
間
︼

　

８
月
17
日（
木
）13
時
〜
９
月
４
日（
月
）23
時

︻
入
札
期
間
︼

　

９
月
11
日（
月
）13
時
〜
９
月
13
日（
水
）23
時

︻
参
加
資
格
︼

　

国
税
徴
収
法
お
よ
び
条
例
等
で
参
加
を
制
限
さ
れ
て
い

る
人
を
除
き
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※ 

公
売
金
額
、
参
加
の
方
法
等
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。

※ 

Y
a
h
o
o
！
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
公
売
し

ま
す
。

※
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
に
は
現
在
約
３
，０
０
０
人
の
外
国
人
市
民
が
暮
ら
し
て

い
ま
す
。
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る

「
多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
、
長
浜
市
多
文

化
共
生
・
国
際
化
の
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

　

年
間
を
通
し
て
、
当
会
議
に
委
員
と
し
て
参
画
し
て
い
た
だ
け

る
人
を
募
集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

︻
募
集
対
象
︼

　

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
18
歳
以
上
で
、
多
文
化
共
生
な
ど
に

関
心
の
あ
る
人

︻
活
動
内
容
︼

　

年
３
回
程
度
開
催
す
る
会
議
へ
の
出
席

︻
募
集
人
数
︼

　

２
人
程
度（
選
考
）

︻
応
募
方
法
︼

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
、

F
A
X
、
メ
ー
ル
で
左
記
ま
で
。

※ 

応
募
用
紙
は
、
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

︻
応
募
締
切
︼

　

８
月
18
日（
金
）必
着

問
合
せ
・
応
募
先

　

市
民
活
躍
課
〈
本
庁
舎
３
階
〉

　

〒
５
２
６

－

８
５
０
１ 

八
幡
東
町
６
３
２

　

☎
６
５

－

８
７
１
１　

６
５

－

６
５
７
１

　

*katsu
yaku

@
city.n

agah
am
a.lg.jp

▲家庭用高圧洗浄機

▲自動車

　

外
来
種
の
中
で
、
地
域
の
自
然
環
境
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
生
態
系
だ
け
で
な
く
農
林
水
産
業
や
人
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
「
侵
略
的
外
来
種
」
と

い
い
、
早
期
発
見
・
駆
除
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

身
近
な
動
植
物
で
は
、
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
や
ブ
ラ
ッ

ク
バ
ス
が
そ
の
代
表
で
す
。

　

外
来
種
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、「
入
れ
な

い
・
捨
て
な
い
・
広
げ
な

い
」
の
３
原
則
を
守
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
外
来
種

の
生
息
域
を
拡
げ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

外
来
種
の
種
類
や
具
体

的
な
駆
除
方
法
に
つ
い
て

は
、
環
境
省
や
滋
賀
県
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

︿
県
内
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
外
来
水
生
植
物
﹀

　

ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
は
、
琵
琶
湖（
特
に
南
湖
）や

そ
の
周
辺
水
域
で
分
布
を

拡
大
し
て
大
繁
茂
し
、
様
々

な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て

い
ま
す
。
小
規
模
な
が
ら

長
浜
市
内
で
も
生
育
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
市
で
は

関
係
機
関
と
協
力
し
な
が

ら
駆
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

窓
口
の
混
雑
緩
和
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
マ

ル
チ
コ
ピ
ー
機
を
利
用
し
た
証
明
書（
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
所
得
〔
課
税
〕
証
明
書
）の
交
付
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
は
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ

か
、
８
月
１
日
か
ら
新
た
に
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
市
民
課

前
に
も
設
置
し
ま
す
。

　

交
付
手
数
料
は
、
窓
口
の
半
額
の
１
５
０
円（
１
通
）で
す
。

　

な
お
、
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
の
利
用
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
支
援
す
る
た
め
、
顔

写
真
の
無
料
撮
影
サ
ー
ビ
ス
と
、
月
２
回
の
日
曜
受
付（
９
時
〜
12

時
）を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
同
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
人
は
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
担
当
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

左
表
に
あ
る
各
種
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
現
況
届
ま
た
は
所
得
状
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
前
年
の
所
得
と
受
給
資
格

を
確
認
し
ま
す
。
届
出
が
な
い
場
合
、
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▲オオキンケイギク
（花はコスモスに似て直径５～
７cmの黄橙色）

▲ナガエツルノゲイトウ
（花は白色で、1.5cmほどの球状）

　

社
会
福
祉
法
第
１
０
７
条
に
基
づ
き
、
市
民
・
地
域
組

織
・
行
政
が
と
も
に
連
携
し
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る

た
め
、
第
２
期
長
浜
市
地
域
福
祉
計
画（
案
）を
と
り
ま
と

め
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

︻
募
集
期
間
︼
８
月
30
日（
水
）必
着

︻
閲
覧
場
所
︼  

担
当
課
・
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
北
部
振
興

局
、
各
支
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

︻
提
出
方
法
︼  

任
意
の
様
式
に
①
住
所
、
②
氏
名
、
③
電

話
番
号
を
明
記
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
、

F
A
X
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
左
記
ま
で
。

問
合
せ
・
提
出
先

　

社
会
福
祉
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

　

〒
５
２
６

－

８
５
０
１　

八
幡
東
町
６
３
２

　

☎
６
５

－

６
５
３
６　

６
４

－

１
７
６
７

　

*fu
ku
sh
i@
city.n

agah
am
a.lg.jp

　

ク
リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
、
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
ト
お
よ
び
伊

香
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
で
ゴ
ミ
の
持
込
み
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　

８
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時
30
分

◆
次
回
の
持
込
み
受
付
予
定
日

　

９
月
24
日（
日
）

対象となる手当 提出書類 提出期間 問合せ・提出先

児童扶養手当
現況届
その他
必要書類

８月１日（火）
～31日（木）

子育て支援課
〈本庁舎１階〉
☎６５－６５１４

北部振興局
福祉生活課特別児童扶養手当

所得
状況届

８月10日（木）
～９月11日（月）

しょうがい福祉課
〈本庁舎１階〉
☎６５－６５１８特別障害者手当

障害児福祉手当
（経過的）福祉手当

※土日祝を除き、お盆の期間も受け付けます。

窓口
マルチ
コピー機

住民票の写し
印鑑登録証明書
所得〔課税〕証明書

300円 150円

各種証明書の交付手数料
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